
労働者協同組合シンポジウム

【問合せ先】
鳥取県 商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220番地 電話：0857-26-7647 https://www.pref.tottori.lg.jp/koyou-hataraki/
鳥取県行政書士会
〒680-0845 鳥取市富安二丁目159番地 電話： 0857-24-2744 https://tottori-kai.gyosei.or.jp/

参加費

無料

※会場内に鳥取県行政書士会による相談ブースを設置し、参加者の皆様からのご相談に対応します

・地域活動や「協同労働」「労働者協同組合」に関心をお持ちのボランティア団体、ＮＰＯ法人、企業組合などの

団体や個人の方

・雇用労働や地域活動支援を担当する金融機関、支援機関、商工団体、行政関係者の方

日時
令和6年2月17日（土） 13:30～15:30
鳥取市民交流センター（麒麟Square）多目的室2・3
（鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所市民交流棟２階）
※オンライン配信あり

13:30 開会挨拶（鳥取県商工労働部）

13:35 労働者協同組合制度の概要説明（鳥取県商工労働部）

13:45 記念講演「知りたい！労働者協同組合法」（労働者協同組合33）

14:45 地域での活動事例の紹介（（公財）とっとり県民活動活性化センター）

15:00 労働者協同組合の設立手続の説明（鳥取地方法務局）

15:20 質疑応答

15:30 閉会挨拶（鳥取県行政書士会）

働く方自らが出資・経営参画・事業従事を行う「労働者協同組合」。 これまでにない新しい働き方に

ついて、実際に労働者協同組合として活動されている団体を含めた地域でのさまざまな活動事例の

紹介、労働者協同組合の概要や具体的な設立に向けた手続の説明を行います。

～多様な働き方を創出する～

会場

内容

労働者協同組合33（さんさん）
島根県奥出雲町で、地域の有志のメンバーで地

域課題を解決するため、令和5年3月に労働者協

同組合を設立。共働き

家庭のお子様への

お弁当配達や高齢者の

方の移送サービスなどを

提供されています。
（厚生労働省特設サイトより）

とっとり電子申請サービスでお申込みください＜締切:2月9日(金)＞

対象者

鳥取県、鳥取県行政書士会共催 とっとり電子申請サービス↓



令和６年2月17日(土)労働者協同組合シンポジウム参加申込書(2/9(金)〆)
とっとり電子申請フォームでスマホ・パソコンにて簡単にお申込みいただけます。⇒

電子申請ができない場合は、電子メール又はFAXでこの参加申込書を鳥取県行政書士会に送付してください。
※いただいた個人情報は、本シンポジウムに係る事務以外の用途には使用しません。

参加申込を受け付けた旨の連絡（電子メール）を希望される場合は○をつけてください ⇒ （ ）

企業・団体名
(個人の場合は空欄)

参加者

氏名 電子メール（オンライン参加の場合は必須） 参加方法

会場（ ）
ｵﾝﾗｲﾝ（ ）

会場（ ）
ｵﾝﾗｲﾝ（ ）

担当者連絡先（電話又は電子メール）

その他（参加に関するご質問等があれば、記載し
てください）

【申込先】
鳥取県行政書士会

〒680-0845 鳥取市富安2-159 電話： 0857-24-2744 ファクシミリ：0857-24-8502
電子メール：gyosei-tottori@gyosei.or.jp https://tottori-kai.gyosei.or.jp/

■労働者協同組合相談窓口（鳥取県）をご活用ください
鳥取県では令和３年４月から「労働者協同組合」の設立手続などの相談に対応する窓口を設置しています。

相談対象・内容

・労働者協同組合の制度・仕組みについて知りたい個人・団体の方

・労働者協同組合を設立したいとお考えの個人・団体の方

・労働者協同組合とNPO法人・企業組合との組織的な違いを知りたい個人・団体の方

・NPO法人・企業組合から労働者協同組合への移行をお考えの個人・団体の方

・取組事例や取組を実践する上での留意点等を知りたい個人・団体の方

相談窓口・連絡先（お電話ください）

＜制度全般や設立事務等に関すること＞

鳥取県行政書士会（電話 0857-24-2744）

＜実践的な取組等に関すること＞

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団（電話 0857-30-7471）

※R6.1.25時点の情報です。最新の情報は県ホームページ https://www.pref.tottori.lg.jp/297130.htm で御確認ください。

厚生労働省特設サイト「知りたい！労働者協同組合法」では、

今回記念講演をされる労働者協同組合33をはじめ、全国の

好事例を紹介しています。こちらも是非ご覧ください。

https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/


